
大
規
模
半
壊
・
半
壊
・
一
部
半
壊

戸

3
6
6

で
あ
っ
た
。

あ
ら
た
め
て
、
こ
の
震
災
に
よ
り
犠
牲
に

な
ら
れ
た
方
々
の
ご
家
族
や
ご
親
族
の
皆
様

に
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
と
と
も
に

被
災
さ
れ
た
皆
様
に
心
か
ら
お
見
舞
い
申
し

上
げ
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
私
た
ち
は
、
こ
の
東
日
本
大

震
災
の
教
訓
を
語
り
継
い
で
防
災
・
減
災
に

努
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

末
崎
中
学
校
の
卒
業
式
が

日
に
行
わ

13

れ
、

人
の
生
徒
が
巣
立
っ
て
い
っ
た
。

23

卒
業
生
が

歳
の
時
、
東
日
本
大
震
災
が
発

5

生
し
た
。
あ
っ
と
い
う
間
に
す
べ
て
を
破
壊

し
て
い
っ
た
津
波
、
身
を
寄
せ
合
い
炊
出
し

支
援
等
に
よ
り
飢
え
を
凌
い
だ
避
難
所
暮
ら

し
や
仮
設
住
宅
で
不
自
由
な
生
活
を
余
儀
な

く
さ
れ
る
な
ど
、
つ
ら
い
日
々
を
送
っ
て
の

卒
業
だ
っ
た
ろ
う
。
式
で
は
「
頑
張
っ
て
涙

を
見
せ
な
い
よ
う
に
し
ょ
う
」
と
話
し
合
っ

て
臨
ん
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
式
後
の
学
級

で
の
お
別
れ
の
会
で
は
親
も
子
も
皆
、
涙
、

涙
だ
っ
た
と
聞
く
。
中
に
は
最
愛
の
父
を
亡

く
さ
れ
た
卒
業
生
も
い
た
と
い
う
、
心
中

を
察
す
る
と
胸
が
痛
く
な
る
。
そ
し
て
、「
よ

く
頑
張
っ
た
ね
」
と
声
を
か
け
た
い
。
卒

業
生
は
や
が
て
語
り
部
と
な
っ
て
、
我
が

子
に
も
地
域
に
も
津
波
の
恐
ろ
し
さ
を
伝

え
続
け
防
災
・
減
災
に
力
を
尽
く
し
て
く

５
子
供
は
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用

５

飲
酒
運
転
４
（し
）な
い
運
動

１
運
転
す
る
な
ら
酒
を
飲
ま
な
い
。

２
運
転
す
る
人
に
酒
を
提
供
し
な
い
。

３
酒
を
飲
ん
だ
人
に
車
を
提
供
し
な
い
。

４
酒
を
飲
ん
だ
人
の
車
に
同
乗
し
な
い

日
頃
か
ら
交
通
ル
ー
ル
を
守
り
、
交
通

安
全
に
努
め
て
「
事
故
を
起
こ
さ
ぬ
よ

う
に
、
事
故
に
遭
わ
ぬ
よ
う
に
」
し
よ

う
。
そ
し
て
日
々
穏
や
か
に
暮
ら
し
て

い
け
る
よ
う
に
し
よ
う
。

☆
末
崎
地
区
公
民
館
杯

ボ
ッ
チ
ャ
大
会

主

催

大
船
渡
市
中
央
公
民
館

末
崎
地
区
公
民
館

日

時

月

日

3

26

（金）

時

分
～

時

9

45

12

開
会
式

時

分

9

45

会

場

ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー
体
育
室

大
会
規
則

チ
ー
ム
対
抗
戦
と
す
る

（１）
総
対
戦
の
リ
ー
グ
戦
と
す
る

（２）
３
人
対
３
人
で
対
戦
し
、

（３）持
球
は
１
人
２
球
と
す
る

表

彰

３
位
ま
で
表
彰

参
加
料

無
料

参
加
資
格

末
崎
地
域
住
民

(

誰
で
も
参
加
で
き
ま
す)

参
加
申
込
み

試
合
当
日
大
会
受
付
に
て
申
込
み

事
前
申
し
込
み
は
ふ
る
さ
と
セ
ン

タ
ー(

―
２
９
５
５
）
ま
で

29

そ
の
他

参
加
者
全
員
に
参
加
賞
が
あ
り
ま
す

☆
な
か
よ
し
親
善
ラ
ー
ジ
ボ
ー
ル

卓
球
大
会

主

催

大
船
渡
市
中
央
公
民
館

末
崎
地
区
公
民
館

日

時

月

日

3

30

（火）

時

分
～

時

9

45

12

会

場

ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー
体
育
室

大
会
規
則

ダ
ブ
ル
ス
戦
と
す
る

（１）
３
セ
ッ
ト
マ
ッ
チ
で
行
う

（２）
予
選
ブ
ロ
ッ
ク
の
勝
者
に
よ
る

（３）
決
勝
ブ
ロ
ッ
ク
戦
で
勝
敗
を
決

す
る

表

彰

３
位
ま
で
表
彰

参
加
料

無
料

参
加
資
格

末
崎
地
域
住
民

(

誰
で
も
参
加
で
き
ま
す)

参
加
申
込
み

試
合
当
日
大
会
受
付
に
て
申
込
み

事
前
申
し
込
み
は
ふ
る
さ
と
セ
ン

タ
ー(

―
２
９
５
５
）
ま
で

29

そ
の
他参

加
者
全
員
に
参
加
賞
が
あ
り
ま
す

多
く
の
尊
い
命
を
奪
い
多
く
の
家
屋
や
船

舶
を
破
壊
し
て
い
っ
た
巨
大
津
波
か
ら
10

年
、
各
地
で
犠
牲
者
追
悼
式
や
物
故
者
追
悼

法
要
が
営
ま
れ
た
。
亡
く
な
ら
れ
た
大
切
な

人
を
思
い
静
か
に
手
を
合
わ
せ
た
。

今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
規
模
を
縮
小
し

て
の
実
施
で
あ
る
。
大
船
渡
市
に
お
け
る

東
日
本
大
震
災

周
年
犠
牲
者
追
悼
式

10

は
、

日
、
リ
ア
ス
ホ
ー
ル
で
関
係
者
や

11

来
賓
含
め
て

人
程
で
挙
行
。
末
崎
町
中

40

森
に
あ
る
瑞
光
山
麟
祥
寺
に
お
い
て
も
、

物
故
者
追
悼
法
要
が
営
わ
れ
、
呼
び
か
け

は
し
な
か
っ
た
が
来
山
し
た
ご
遺
族
や
檀

信
徒
が
や
す
ら
ぎ
地
蔵
に
向
か
い
手
を
合

わ
せ
た
。

年
と
い
う
歳
月
が
経
っ
た
が
、
い
ま
な

10
お
震
災
時
の
恐
ろ
し
い
光
景
が
昨
日
の
こ
と

の
よ
う
に
蘇
る
。
こ
れ
ま
で
感
じ
た
こ
と
が

な
い
大
き
な
地
震
（
ゆ
れ
）、
物
凄
い
速
さ

で
襲
来
し
て
街
並
み
を
一
瞬
に
し
て
破
壊
し

掛
替
え
の
な
い
尊
い
命
を
奪
っ
て
い
っ
た
津

波
。
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
無
力
さ
、

恐
ろ
し
さ
に
、
震
え
な
が
ら
、
た
だ
呆
然
と

立
ち
尽
く
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
。

こ
の
震
災
に
よ
る
末
崎
町
の
被
害
状
況

（
市
復
興
局
調
べ
）
は
、
死
者
・
行
方
不
明

者

人
、
住
家
被
害
は
全
壊

戸
、

64

5
0
9

 

末崎町の石碑・祠・神社(43)
金比羅神社について ～ その 2
末崎町神坂の舘が崎の辺りに金毘羅神社が建っている。この神

社の別当・管理者は、内田の新沼眞作氏であり、勧請した経緯に
ついて末崎村誌に次のように記されている。(要旨)
「縁起 細浦の下(シモ・屋号)、庄右衛門氏は天保 12(1841)

年 9 月 72 歳の時、高田村の酒造家の酒樽を綾里村に搬送した帰
りに長崎沖合にて暴風に会い、三日間海上に漂流中に本吉郡大島
村の漁船に救助され細浦まで送られてきました。そのとき留守宅
では溺死したものと信じ当日仮葬儀を執行していた所にふらりと
生還したので、一家一族は云うに及ばず来会者一同奇跡的に生還
したことを大いに喜びました。これは偏に庄右衛門氏が平素信仰
している金毘羅大権現の御加護であると語りあったと言います。
そこで庄右衛門氏は感謝の気持ちとして翌 10 月に四国に行き御
礼参拝するとともに金毘羅様を勧請してきました。 嘉永 3(1850)
年になった時、細浦の対岸に金比羅神社を建立して祀りました。
その後元治元(1864)年北海道居住の 2 男幸助氏が来た時に石鳥居
を献納しましたが明治 29(1896)年 6月の大海嘯にて全部流失して
しまいました。その翌年に再建した社殿は明治 44(1911)年近火の
ため類焼し、現社殿は明治 45(1912)年 3月に新築したものです。
現在の鳥居は大正 8 年 4 月細浦の岩脇長治氏が献納したもので
す。」
別当の新沼眞作氏の話。
我が家の墓石や過去帳等から調べて作った系図の巻物を見ると

この当時確かに庄右衛門の名前がある。また、明治 29 年の津波
で流されるまでは、山岸冷蔵の前のあたりにあった小島に立って
いたと聞いている。

神坂舘が崎の金毘羅神社

亡
き
人
を
思
い
祈
る

東

日

本

大

震

災

年

10

れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
卒
業
生
に
は
幸
多
か

れ
と
祈
る
。

春
の
全
国
交
通
安
全
運
動
が

月
4

6

日
（
火
）
か
ら

月

日
（
木
）
ま
で

4

15

の

間
の
日
程
で
行
わ
れ
る
。

10
１

運
動
の
重
点

（
１
）
子
供
と
高
齢
者
を
始
め
と
す

る
歩
行
者
の
安
全
の
確
保

（
２
）
自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進

春
の
交
通
安
全
運
動

（
３
）
歩
行
者
等
の
保
護
を
始
め

と
す
る
安
全
運
転
意
識
の
向
上

（
４
）
飲
酒
運
転
の
根
絶

２

ス
ロ
ー
ガ
ン

「
手
を
あ
げ
て

じ
ぶ
ん
で
ま
も

ろ
う

い
の
ち
の
あ
い
ず
」

３

事
故
を
起
こ
さ
な
い
、
事
故
に
遭

わ
な
い
た
め
の
主
な
心
得

運
転
者
は

〇
通
学
路
や
未
就
学
児
を
中
心
に

子
供
が
日
常
的
に
集
団
で
移
動

す
る
経
路
、
ゾ
ー
ン

等
を
通

30

行
す
る
と
き
は
、
速
度
を
落
と

し
て
歩
行
者
や
自
転
車
の
安
全

を
確
保
す
る
。

〇
横
断
歩
道
で
は
、
歩
行
者
が
優

先
で
あ
る
。
横
断
し
よ
う
と
し

て
い
る
者
が
い
る
場
合
は
、
必

ず
一
時
停
止
し
て
通
行
さ
せ
る
。

信
号
機
や
横
断
歩
道
の
な
い
交

差
点
で
も
、
歩
行
者
の
横
断
を

妨
げ
な
い
よ
う
に
す
る
。

〇
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
は
必
ず
着
用
（
同

乗
者
も
）

〇
運
転
中
は
携
帯
電
話
を
操
作
し

な
い
。

〇
あ
お
り
運
転
（
妨
害
運
転
）
し

な
い

〇
ラ
イ
ト
の
早
め
点
灯

自
転
車
利
用
者
は

〇
自
転
車
も
車
両
で
あ
る
。
車
道
の

左
側
通
行
が
原
則
で
あ
る
。
自
転

車
安
全
利
用
五
則
を
守
る
こ
と
。

〇
乗
車
中
は
携
帯
電
話
を
操
作
し
な

い
、
ヘ
ッ
ド
ホ
ン
等
は
使
用
し
な
い
。

〇
早
め
の
ラ
イ
ト
点
灯
、
反
射
材
を

つ
け
る
。

歩
行
者
は

〇
道
路
横
断
の
際
は
横
断
歩
道
を
わ

た
る
こ
と
。
横
断
歩
道
が
な
い
場

合
は
、
見
通
し
の
よ
い
安
全
な
場

所
を
選
び
、
左
右
の
安
全
確
認
と

「
止
ま
る―

見
る―

待
つ
」
の
安

全
行
動
を
と
り
無
理
な
横
断
は
し

な
い
。

〇
夕
暮
れ
時
や
夜
間
の
外
出
は
反
射

材
を
つ
け
る
。

〇
「
歩
き
ス
マ
ホ
」
は
し
な
い
。

４

自
転
車
安
全
利
用
五
則

１
自
転
車
は
、
車
道
が
原
則
、

歩
道
は
例
外

２
車
道
は
左
側
を
通
行

３
歩
道
は
歩
行
者
優
先
で
、
車

道
寄
り
を
徐
行

４
安
全
ル
ー
ル
を
守
る

〇
飲
酒
運
転
・
二
人
乗
り
・
並
進

の
禁
止

〇
夜
間
は
ラ
イ
ト
の
点
灯

〇
交
差
点
で
の
信
号
順
守
と
一
時

停
止
、
安
全
確
認
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